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入札予定価格・ 入札参加者・ 最低制限価格( 地方自治法施行令第167条の10第２ 項で規定する 最低制限価格
をいう 。 以下同じ 。 ） ・ 調査基準価格（ 地方自治法施行令第167条の10第１ 項で規定する 場合の調査の基準
と なる 価格をいう 。 以下同じ 。 ）
落札決定後に大阪府、 大阪市、 大阪観光局及び大阪・ 光の饗宴の各ホームページ（ 以下、 「 ホームペー
ジ」 と いう 。 ） において公表する 。

入札書の提出等の手続き は、 一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法によ り 郵送にて提出する こ
と 。

仕様書等に対する 質問
質問、 回答の日時、 方法について入札説明書に定める 。

入札参加資格の有無は、 基準日を別に定める 場合を除き 開札日現在によ る 。

入札の辞退
入札書提出後の辞退は認めない。

事後審査型制限付一般競争入札（ 業務委託）  入札公告【 共通事項】

（ １ ）

1． 入札参加資
格

（ ２ ）

人的関係

当該案件の入札書提出日から 開札日ま でに大阪市の入札参加資格取得にかかる 登録を完了し ている
者である こ と

令和７ ・ ８ ・ ９ 年度大阪市入札参加有資格者名簿（ 物品供給等・ 業務委託） に当該案件に応じ た種
目で登録さ れている こ と

上記( 1) ～( 5) によ ら ない場合は、 入札説明書に定める 。

２ ． 入札参加手
続等

公告本文に定める 入札参加資格をすべて満たすも のである こ と

地方自治法施行令（ 昭和22年政令第16号） 第167条の４ の規定に該当し ない者である こ と

入札参加資格の審査は、 開札後に資格を確認する 必要がある と 認めら れる 者について行い、 その他の者に
ついては行わない

大阪・ 光の饗宴実行委員会（ 以下、 「 実行委員会」 と いう 。 ） の指定する 期限ま でに、 入札説明書に定め
る 入札参加資格審査資料（ 以下「 資格審査資料」 と いう 。 ） を提出でき る こ と

入札書提出日において、 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく 停止措置を受けていないこ と

入札書提出日において、 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく 入札等除外措置を受けていな
いこ と 及び同要綱別表に掲げる いずれの措置要件にも 該当し ないこ と

仕様書等の取得方法
公告日以降にホームページよ り ダウ ンロ ード する も のと する 。

（ ２ ）

当該入札に参加し よ う と する 者が、 次のいずれかの関係に該当する 場合、 そのう ちの１ 者し か参加でき ない。

以下のいずれかに該当する ２ 者の場合

（ １ ）

以下のいずれかに該当する ２ 者の場合。 ただし 、 ①については、 会社等（ 会社法施行規則第２ 条第３ 項第
２ 号に規定する 会社等をいう 。 以下同じ 。 ） の一方が民事再生法第２ 条第４ 号に規定する 再生手続が存続
中の会社等又は更生会社（ 会社更生法第２ 条第７ 項に規定する 更生会社をいう 。 ） である 場合を除く 。

一方の会社等の役員（ 株式会社の取締役（ 指名委員会等設置会社にあっては執行役） 、 持分会社
（ 合名会社、 合資会社若し く は合同会社をいう 。 ） の業務を執行する 社員、 組合の理事又はこ れら
に準ずる 者をいう 。 以下同じ 。 ） が、 他方の会社等の役員を現に兼ねている 場合

一方の会社等の役員が、 他方の会社等の民事再生法第64条第２ 項又は会社更生法第67条第１ 項の規
定によ り 選任さ れた管財人（ 以下単に「 管財人」 と いう 。 ） を現に兼ねている 場合

資本関係

子会社等（ 会社法第２ 条第３ 号の２ に規定する 子会社等をいう 。 ②において同じ 。 ） と 親会社等
（ 同条第４ 号の２ に規定する 親会社等をいう 。 ②において同じ 。 ） の関係にある 場合

親会社等を同じ く する 子会社等同士の関係にある 場合

３ ． 関係会社の
参加制限



③

以下のいずれかに該当する ２ 者の場合

①

②

③

④

⑤

（ ４ ）

（ １ ）

（ ２ ）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

（ １ ）

入札書の提出期間及び開札日時・ 場所は入札説明書に定める 。

入札参加者がない場合は、 当該入札を取り 止める 。

その他の入札の適正さ が阻害さ れる と 認めら れる 場合

入札書を入札用封筒（ 長形封筒４ 号） に入れて封かんし 、 さ ら に案件ごと に郵送用封筒（ 長形封筒
３ 号） に申出書と と も に入れ、 一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれか方法によ り 郵送にて提出
する こ と 。

４ ． 入札の方法
等

（ ３ ）

申出書、 入札書の提出にあたっては、 入札公告で指定し た提出先に、 提出期限ま でに郵送にて到着
さ せる こ と 。 なお、 入札書は、 実行委員会への直接持参は認めない。

一方の会社等の管財人が、 他方の会社等の管財人を現に兼ねている 場合

一方の会社等の代表者と 、 他方の会社等の代表者が夫婦、 親子の関係である 場合

一方の会社等の実行委員会の入札に関わる 営業活動を携わる 者が、 他方の会社等と 同一である 場合

一方の会社等の電話、 フ ァ ク シミ リ 、 メ ールアド レ ス 等の連絡先が、 他方の会社等と 同一である 場
合

５ ． 再度入札

（ ３ ）

組合と その組合員

令和8年8月6日（ 木曜日） 　 午後2時00分

開札の結果、 落札候補者がいないと き は、 再度の入札を １ 回に限り 行う 。

申出書、 入札書の提出は、 入札書提出期限ま でに完了する こ と 。

（ ２ ）

一方の会社等の代表者と 、 他方の会社等の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である 場合で、 かつ、 本
店又は受任者を設けている 場合の支店（ 営業所を含む） の所在地が、 同一場所である 場合

入札参加申出書、 入札書の提出

入札書に記載する 金額は、 総額（ 長期継続契約対象案件の場合は期間の総額、 概算契約案件の場合
は予定数量によ る 総額） を記載する こ と 。 ただし 、 こ れによ ら ない場合は、 公告本文で別に定め
る 。
落札決定にあたっては、 入札書に記載さ れた金額に当該金額の100分の10に相当する 額を加算し た
金額（ 加算し た金額に１ 円未満の端数がある と き は、 その端数金額を切り 捨てた額） をも って落札
価格と する ので、 入札参加者は消費税及び地方消費税にかかる 課税事業者である か免税事業者であ
る かを問わず、 見積も った契約希望金額の110分の100に相当する 金額を記載する こ と 。

（ ３ ）
開札予定日時については、 次のと おり と する 。

入札参加者は、 入札参加申出書（ 以下、 「 申出書」 と いう ） を提出し なければなら ない。

郵送にかかる 費用については、 入札結果にかかわら ず入札参加者の負担と する 。

一旦提出さ れた入札書は、 訂正、 再提出又は撤回をする こ と はでき ない。

申出書、 入札書等は、 案件ごと に実行委員会が指定する 様式を、 ホームページから ダウ ンロ ード し
て作成する こ と 。

入札書は、 入札金額等必要な事項がすべて記入さ れたも のを有効なも のと し て取り 扱う 。

再入札書受付締切予定日時は、 次のと おり と する 。

令和8年8月6日（ 木曜日） 　 午後1時45分



（ ４ ）

（ １ ）

（ ２ ）

（ ３ ）

（ ４ ）

（ ５ ）

①

②

（ ７ ）

①

②

（ ９ ）

（ １ ）

（ ２ ）

（ ３ ）

（ １ ）

（ ２ ）

（ ３ ）

７ ． 審査順位の
公開

予定価格の制限の範囲内で入札し た入札参加者（ 無効の入札をし た者を除く ） の商号又は名称、 審査順
位、 く じ 番号及び入札金額

前号で規定する 審査の結果によ り 、 落札候補者の取扱いは次のいずれかによ る も のと する 。

入札参加資格の審査のために落札決定を保留する 旨

開札予定日時ま でに大阪市契約管財局契約部に所定の入札書錯誤無効届（ 大阪市電子調達シス テムから ダ
ウ ンロ ード する こ と ） を提出し 、 実行委員会が錯誤無効と 認めた入札

落札候補者を決定し た場合は、 ホームページによ り 次に掲げる 事項を全ての入札参加者に通知する と と も に、 速やか
に公開する 。 なお、 低入札価格調査制度適用案件において調査基準価格を下回った場合又は価格によ る 失格基準を設
定する 案件において同基準を下回った場合は、 その旨をあわせて通知する 。 ただし 、 談合情報等によ る 保留の場合は
こ の限り でない。

（ ６ ）

大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく 停止措置を受けている 。

入札書提出日よ り 開札日時ま での間において、 入札参加者が次の項目に該当する 場合

大阪市契約規則（ 昭和39年規則18号） 第28条第1項又は大阪市水道局契約規程（ 昭和42年規程第７ 号） 第26
条第1項各号の一に該当する 入札

開札後、 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも って入札をし た者を落札候補者と し 、 落札の決定は保
留し 通知する 。

（ ８ ）

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をも って入札をし た者が2者以上ある と き は、 開札時に「 同額抽選の
方法」 によ って落札候補者を決定する も のと する 。 なお、 予定価格の制限の範囲内で同価格の入札をし た
者が２ 者以上ある と き は、 開札時に「 同額抽選の方法」 によ って全ての審査順位を決定する 。

指定する 日時ま でに資格審査資料を提出し なかった落札候補者がし た入札

３ に定める 関係会社の参加制限に該当する ２ 者がし たそれぞれの入札

落札の決定を保留し た後、 落札候補者が入札参加資格を 有する 者である か審査する 。

無効の入札をし た入札参加者の商号又は名称

８ ． 入札参加資
格の審査及び落
札者の決定

再度入札の場合においては、 前回最低入札書記載金額以上でし た入札

６ ． 入札の無効
次の場合のいずれかに該当する 入札は、 こ れを無効と する 。  無効の入札をし た者は再度入札に参加でき ない。

低入札価格調査制度（ 地方自治法施行令第167条の10第1項の規定によ る 落札者を決定する 制度をいう 。 以
下同じ 。 ） 適用案件において、 次の項目に該当する 場合

最低制限価格を設けた場合において、 最低制限価格よ り 低い価格でし た入札

指定する 日時ま でに、 低入札価格根拠資料（ 以下「 根拠資料」 と いう 。 ） を提出し なかった落札候
補者がし た調査基準価格を下回る 価格の入札

価格によ る 失格基準を設定する 案件において、 同基準を下回る 価格の入札

１ に定める 入札参加資格を有し ない者がし た入札

大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく 入札等除外措置を受けている 。

再入札書受付開始予定日時・ 再入札書受付締切予定日時、 開札予定日時及び前回最低入札書記載金額につ
いては、 「 再入札通知書」 で通知する 。



①

②

（ ５ ）

（ ６ ）

（ ７ ）

①

②

（ ９ ）

（ １ ）

（ ２ ）

（ ３ ）

（ ４ ）

１ ０ ． 落札の決
定日

（ １ ）

９ ． 低入札価格
調査

１ １ ． 入札保証
金及び契約保証

金

( 1) の調査のため、 落札候補者は、 実行委員会の指定する 期限ま でに別途定める 根拠資料を提出し なければ
なら ない。 期限ま でに提出がない場合は、 当該落札候補者のし た入札は無効と する 。

原則と し て、 落札の決定日は開札日（ 再度入札の場合は、 その開札日） の翌日から 起算し て5日（ 実行委員会におけ
る 執務の休日を除く 。 ） 後と する 。 ただし 、 こ れによ ら ない場合は、 入札説明書で別途定める も のと する 。 なお、 入
札参加資格の審査対象者が複数生じ た場合及び低入札価格調査を行う 場合等は、 必要な審査・ 調査を行ったのち決定
する も のと する 。

落札候補者が入札参加資格を有し ないも のである こ と を確認し た場合は、 その者の入札を無効と す
る 。 こ の場合、 予定価格の制限の範囲内の価格をも って入札し た他の者のう ち最低の価格をも って
入札し た者を新たに落札候補者と し ( 3) の入札参加資格の審査を行う 。 以後、 落札者が決定する ま
で同様の手続を繰り 返す。 なお、 予定価格の制限の範囲内の価格をも って入札し た他の者のう ち最
低の価格をも って入札し た者が2者以上ある と き は、 ( 2) の審査順位によ り 落札候補者と する 。

低入札価格調査制度適用案件において、 落札候補者の入札が調査基準価格を下回る 価格（ 価格によ る 失格
基準を設定し ている 場合は、 調査基準価格を下回り 、 かつ価格によ る 失格基準以上の価格） である 場合
は、 ８ ( 3) の入札参加資格の審査と あわせて低入札価格調査を行う 。

（ ４ ）

契約保証金
契約金額（ 単価契約にあつては、 契約金額に予定数量を 乗じ た額、 長期継続契約にあつては、 契約金額を
１ 年当たり の額に換算し た額( 契約期間が12月未満の場合は、 契約期間内に支払う こ と が見込ま れる 総
額) ） の100分の10以上納付
ただし 、 政府公債、 大阪市債等の提供をも って契約保証金の納付に代える こ と ができ る 。
ま た、 次のいずれかに該当する と き は、 契約保証金を免除する 。

開札後から 落札決定ま でに、 いずれかの入札参加資格要件を満たさ なく なった場合は、 入札参加資格を有
し ない者のし た入札と みなし 無効と する 。

（ ８ ）

落札候補者が入札参加資格を有する も のである こ と を確認し た場合は、 その者を落札者と し 、 入札
参加者に通知する も のと する 。

大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく 入札等除外措置を受けている 。

( 4) ②の手続き によ り 落札候補者の入札を無効にし た場合には、 入札を無効にし た理由を付し て、 当該落札
候補者に通知する 。

( 1) の調査の結果、 当該入札価格では、 その者によ り 当該契約の内容に適合し た履行がなさ れないおそれが
ある と 認めら れる と き 、 又はその者と 契約を締結する こ と が公正な取引の秩序を乱すこ と と なる おそれが
あって著し く 不適当である と 認めら れる と き は、 その者を落札者と せず、 ８ ( 4) ②の手続き によ り 落札者を
決定する 。 なお、 新たな落札候補者の入札が調査基準価格を下回る 価格（ 価格によ る 失格基準を設定し て
いる 場合は、 調査基準価格を下回り 、 かつ価格によ る 失格基準以上の価格） である 場合は( 1) の調査を行う
も のと し 、 以後同様の手続き を繰り 返す。

開札後から 落札決定ま での間に、 入札参加者が次の項目に該当し た場合は入札参加資格を有し ない者のし
た入札と みなし 無効と する 。

( 3) の入札参加資格の審査にあたっては、 落札候補者は、 公告本文に定める 資格審査資料を、 開札日（ ( 4)
②において新たに落札候補者になった者については、 提出を求めた日） の翌日（ 翌日が実行委員会におけ
る 執務の休日にあたる と き は、 その翌日と し 、 休日が連続する と き は、 休日最終日の翌日と する 。 以下同
じ ） の午前９ 時～午後５ 時30分以内に提出し なければなら ない。 期限ま でに提出がない場合は、 当該落札
候補者のし た入札は無効と する 。

提出さ れた低入札価格根拠資料について実行委員会よ り 説明を求めら れた場合は、 落札候補者はこ れに応
じ なければなら ない。 応じ ない場合は、 当該落札候補者のし た入札は無効と する 。

落札候補者と なった者は、 正当な理由がある 場合を除き 、 落札者と なる こ と を辞退する こ と ができ ない。
辞退し た場合は、 入札は無効と する 。

入札保証金（ 見積った契約希望金額の100分の３ 以上） 　 　 免除
ただし 、 正当な理由がなく 契約を締結し ないと き は、 落札金額( 入札書に記載さ れた金額に当該金額の100
分の10に相当する 額を加算し た金額（ 単価契約にあつては、 落札金額に予定数量を乗じ た額、 長期継続契
約にあつては、 落札金額を１ 年当たり の額に換算し た額( 契約期間が12月未満の場合は、 履行期間内に支払
う こ と が見込ま れる 総額) ） ) の100分の３ に相当する 違約金を徴収する 。

大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく 停止措置を受けている 。



①

②

③

（ １ ）

（ ２ ）

（ ３ ）

（ ４ ）

（ ５ ）

（ ６ ）

（ ７ ）

①

②

（ ９ ）

（ 10）

（ ８ ） 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく 入札等除外措置を受けている

大阪市契約規則第32条第2項の規定によ り 、 契約を締結する こ と が公正な取引の秩序を乱すこ と と
なる おそれがある こ と その他の理由によ り 著し く 不適当である と 認めら れる と き

落札の決定から 契約締結ま でに、 落札者が次の項目に該当し た場合は、 契約の締結を行わないも のと す
る 。

契約金額（ 単価契約にあっては、 契約金額に予定数量を乗じ た額、 長期継続契約にあっては、 予定
総額） が500万円未満である と き

（ ２ ）

入札方法等の照会にあたっては、 入札参加者が実行委員会にわかり 得る こ と がないよ う 充分留意する こ と

仕様書等に対する 質問への回答は、 ホームページ上の問題等によ り 、 回答の掲載が公開時間に遅れる 場合
も ある 。

こ の公告に定めのない事項については、 関係法令の他、 大阪市契約規則、 大阪市水道局契約規程、 事後審
査型制限付一般競争入札の手引、 大阪市競争入札参加者心得等の定める と こ ろによ る 。

提出さ れた資格審査資料及び根拠資料等は、 入札に関する 審査・ 調査以外に使用し ない。

契約条項を示す場所　 　 契約担当

契約書作成の要否　 　 要

実行委員会側の入札手続に障害が発生し た場合等、 必要と 認める と き は当該入札を延期又は中止する こ と
がある 。

契約締結後、 当該契約の履行期間中に受注者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく 入札等除外措
置を受けたと き は、 契約の解除を行う 。

低入札価格調査制度を適用する 場合、 又は、 最低制限価格を設ける 場合は入札説明書に明示する 。１ ２ ． その他

落札者が国又は地方公共団体及び本実行委員会と 種類及び規模をほぼ同じ く する 契約を１ 回以上締
結し 、 こ れをすべて過去２ 年の間に誠実に履行し たと 認めら れる と き 。
ただし 、 長期継続契約に係る 履行実績については、 現在履行中であっても 、 12 か月以上の期間履
行さ れていれば、 その契約を実績と 認める 。

落札者が保険会社と の間に実行委員会を被保険者と する 履行保証保険契約を締結し 、 当該保険証書
を提出し たと き


